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広

ひとと環境にやさしい
公共交通機関を
ご利用ください。

（東山区清水五丁目１３０番地の６）
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● 主 催：東山区民ふれあい事業実行委員会 ・東山区役所　● 問合せ先：東山区役所地域力推進室 ☎  075-561-9114

区民の方々からの一般応募作品のほか、区内の保育園（所）・幼稚園から、
小・中・高・総合支援学校、大学、各種団体まで、幅広い世代の方々の
絵画、工芸品、書、写真などを展示します。

午後６
時まで

開館！

※来場者の皆様による「ふれあい作品賞」を決める投票もあります。

東山区総合庁舎１階展示ホール
東山区清水五丁目１３０番地の６

ところ

午前 9時～午後６時 ※土、日も開館

とき 令和６年2月27日～3月4日火 月

京都市は持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。


